
 

【別紙】変更点 

イデックスでんき約款 

変更箇所 変更前 変更後 

13 契約種別 ① イデックスでんきファミリープラン 

(4)料金 

料金は、基本料金、電力量料金および別表 1（再生可能エネルギー発

電促進賦課金）(3)によって算定された再生可能エネルギー発電促進

賦課金の合計といたします。ただし、電力量料金は、需要場所を管轄

する旧一般電気事業者の算定する燃料費等調整単価に準じて加減す

るものといたします。 

① イデックスでんきファミリープラン 

(4)料金 

料金は，基本料金，電力量料金および別表 1（再生可能エネルギー発電促

進賦課金） (3)によって算定された再生可能エネルギー発電促進賦課金 

の合計といたします。 ただし，電力量料金は，別表 2（燃料費調整） (1)(イ)

によって算定された平均燃料価格が 27,400 円を下回る場合は，別表 2（燃

料費調整）(1)(ニ)によって算定された燃料費調整額を差し引いたものと

し，別表 2（燃料費調整）(1)(イ)によって算定された平均燃料価格が 27,400

円を上回る場合は，別表 2（燃料費調整）(1)(ニ)によって算定された燃料

費調整額を加えたものとし，別表 3（離島ユニバーサルサービス調整）

(1)(イ)によって算定された離島平均燃料価格が 52,500 円を下回る場合

は，別表 3（離島ユニバーサルサービス調整）(1)(ニ)によって算定された

離島ユニバーサルサービス調整額を差し引いたものとし，別表 3（離島ユ

ニバーサルサービス調整）(1)(イ)によって算定された離島平均燃料価格が 

52,500 円を上回る場合は，別表 3（離島ユニバーサルサービス調整）(1)(ニ)

によって算定された離島ユニバーサルサービス調整額を加えたものとい

たします。 

13 契約種別 ② イデックスでんき夜トクプラン 

(6) 料金 

料金は、基本料金、電力量料金および別表 1（再生可能エネルギー発

電促進賦課金）(3)によって算定された再生可能エネルギー発電促進

賦課金の合計といたします。ただし、電力量料金は、需要場所を管轄

する旧一般電気事業者の算定する燃料費等調整単価に準じて加減す

るものといたします。 

 

② イデックスでんき夜トクプラン 

(6) 料金 

料金は，基本料金，電力量料金および別表 1（再生可能エネルギー発電促

進賦課金） (3)によって算定された再生可能エネルギー発電促進賦課金 

の合計といたします。 ただし，電力量料金は，別表 2（燃料費調整） 

(1)(イ)によって算定された平均燃料価格が 27,400 円を下回る場合は，

別表 2（燃料費調整）(1)(ニ)によって算定された燃料費調整額を差し引



変更箇所 変更前 変更後 

いたものとし，別表 2（燃料費調整）(1)(イ)によって算定された平均燃

料価格が 27,400 円を上回る場合は，別表 2（燃料費調整）(1)(ニ)によ

って算定された燃料費調整額を加えたものとし，別表 3（離島ユニバーサ

ルサービス調整）(1)(イ)によって算定された離島平均燃料価格が 52,500

円を下回る場合は，別表 3（離島ユニバーサルサービス調整）(1)(ニ)に

よって算定された離島ユニバーサルサービス調整額を差し引いたものと

し，別表 3（離島ユニバーサルサービス調整）(1)(イ)によって算定され

た離島平均燃料価格が 52,500円を上回る場合は，別表 3（離島ユニバー

サルサービス調整）(1)(ニ)によって算定された離島ユニバーサルサービ

ス調整額を加えたものといたします。 

 

13 契約種別 ③ イデックスでんきビジネスプラン A 

(4) 料金 

料金は、基本料金、電力量料金および別表 1（再生可能エネルギー発

電促進賦課金）(3)によって算定された再生可能エネルギー発電促進

賦課金の合計といたします。ただし、電力量料金は、需要場所を管轄

する旧一般電気事業者の算定する燃料費等調整単価に準じて加減す

るものといたします。 

  ③ イデックスでんきビジネスプラン A 

  (4)料金 

料金は，基本料金，電力量料金および別表 1（再生可能エネルギー発電促進

賦課金） (3)によって算定された再生可能エネルギー発電促進賦課金 の合計

といたします。 ただし，電力量料金は，別表 2（燃料費調整） (1)(イ)によ

って算定された平均燃料価格が 27,400 円を下回る場合は，別表 2（燃料費

調整）(1)(ニ)によって算定された燃料費調整額を差し引いたものとし，別表 

2（燃料費調整）(1)(イ)によって算定された平均燃料価格が 27,400 円を上回

る場合は，別表 2（燃料費調整）(1)(ニ)によって算定された燃料費調整額を

加えたものとし，別表 3（離島ユニバーサルサービス調整）(1)(イ)によって

算定された離島平均燃料価格が 52,500 円を下回る場合は，別表 3（離島ユニ

バーサルサービス調整）(1)(ニ)によって算定された離島ユニバーサルサービ

ス調整額を差し引いたものとし，別表 3（離島ユニバーサルサービス調整）

(1)(イ)によって算定された離島平均燃料価格が 52,500 円を上回る場合は，

別表 3（離島ユニバーサルサービス調整）(1)(ニ)によって算定された離島ユ

ニバーサルサービス調整額を加えたものといたします。 



変更箇所 変更前 変更後 

13 契約種別 ④ イデックスでんきビジネスプラン B 

(6)料金 

料金は、基本料金、電力量料金および別表 1（再生可能エネルギー発

電促進賦課金）(3)によって算定された再生可能エネルギー発電促進

賦課金の合計といたします。ただし、電力量料金は、需要場所を管轄

する旧一般電気事業者の算定する燃料費等調整単価に準じて加減す

るものといたします。 

④ イデックスでんきビジネスプラン B 

(6)料金 

料金は，基本料金，電力量料金および別表 1（再生可能エネルギー発電促

進賦課金） (3)によって算定された再生可能エネルギー発電促進賦課金 

の合計といたします。 ただし，電力量料金は，別表 2（燃料費調整） (1)(イ)

によって算定された平均燃料価格が 27,400 円を下回る場合は，別表 2（燃

料費調整）(1)(ニ)によって算定された燃料費調整額を差し引いたものと

し，別表 2（燃料費調整）(1)(イ)によって算定された平均燃料価格が 27,400

円を上回る場合は，別表 2（燃料費調整）(1)(ニ)によって算定された燃料

費調整額を加えたものとし，別表 3（離島ユニバーサルサービス調整）

(1)(イ)によって算定された離島平均燃料価格が 52,500 円を下回る場合

は，別表 3（離島ユニバーサルサービス調整）(1)(ニ)によって算定された

離島ユニバーサルサービス調整額を差し引いたものとし，別表 3（離島ユ

ニバーサルサービス調整）(1)(イ)によって算定された離島平均燃料価格が 

52,500 円を上回る場合は，別表 3（離島ユニバーサルサービス調整）(1)(ニ)

によって算定された離島ユニバーサルサービス調整額を加えたものとい

たします。 

別表 2 

燃料費調整 

新規追加 (1)燃料費調整額の算定 

イ 平均燃料価格 

原油換算値１キロリットル当たりの平均燃料価格は，貿易統計の輸入品の

数量および価額の値にもとづき，次の算式によって算定された値といたし

ます。 

なお，平均燃料価格は，100 円単位とし，100 円未満の端数は，10 円の位

で四捨五入いたします。 

 

平均燃料価格＝Ａ×α＋Ｂ×β＋Ｃ×γ 

Ａ＝各平均燃料価格算定期間における１キロリットル当たりの平均原油

価格 

Ｂ＝各平均燃料価格算定期間における１トン当たりの平均液化天然ガス



変更箇所 変更前 変更後 

価格 

Ｃ＝各平均燃料価格算定期間における１トン当たりの平均石炭価格 

 

α＝0.0053 

β＝0.1861 

γ＝1.0757 

 

なお，各平均燃料価格算定期間における１キロリットル当たりの平均原油

価格，１トン当たりの平均液化天然ガス価格および１トン当たりの平均石

炭価格の単位は，１円とし，その端数は，小数点以下第１位で四捨五入い

たします。 

 

ロ 燃料費調整単価 

燃料費調整単価は，次の算式によって算定された値といたします。なお，

燃料費調整単価の単位は，１銭とし，その端数は，小数点以下第１位で四

捨五入いたします。 

 

(イ) １キロリットル当たりの平均燃料価格が 27,400 円を下回る場合 

燃料費調整単価＝（27,400 円－平均燃料価格）×(２)の基準単価÷1000 

 

(ロ) １キロリットル当たりの平均燃料価格が 27,400 円を上回る場合 

燃料費調整単価＝（平均燃料価格－27,400 円）×(２)の基準単価÷1000 

 

ハ 燃料費調整単価の適用 

各平均燃料価格算定期間の平均燃料価格によって算定された燃料費調整

単価は，その平均燃料価格算定期間に対応する燃料費調整単価適用期間に

使用される電気に適用いたします。 

なお，各平均燃料価格算定期間に対応する燃料費調整単価適用期間は，次

のとおりといたします。 



変更箇所 変更前 変更後 

 

 

ニ 燃料費調整額 

燃料費調整額は，その１月の使用電力量にロによって算定された燃料費

調整単価を適用して算定いたします。 

 

(2)基 準 単 価 

基準単価は，平均燃料価格が 1,000 円変動した場合の値とし，次のとお

りといたします。 

 

 



変更箇所 変更前 変更後 

(3) 燃料費調整単価等の掲示  

当社は，(1) (イ)の各平均燃料価格算定期間における 1 キロリットル当

たりの平均原油価 格，1 トン当たりの平均液化天然ガス価格，1 トン当

たりの平均石炭価格および(1) (ロ) によって算定された燃料費調整単価

を当社のウェブサイト等に掲示いたします。 

別表 3 

離島ユニバー

サルサービス

調整 

     新規追加     (1)離島ユニバーサルサービス調整額の算定 

イ 離島平均燃料価格 

原油換算値１キロリットル当たりの離島平均燃料価格は，貿易統計の輸

入品の数量および価額の値にもとづき，次の算式によって算定された値

といたします。 

なお，離島平均燃料価格は，100 円単位とし，100 円未満の端数は，10

円の位で四捨五入いたします。 

 

離島平均燃料価格＝Ａ×α＋Ｂ×β＋Ｃ×γ 

Ａ＝各離島平均燃料価格算定期間における１キロリットル当たりの平

均原油価格 

Ｂ＝各離島平均燃料価格算定期間における１トン当たりの平均液化天

然ガス価格 

Ｃ＝各離島平均燃料価格算定期間における１トン当たりの平均石炭価             

格 

α＝1.0000 

β＝0.0000 

γ＝0.0000 



変更箇所 変更前 変更後 

なお，各離島平均燃料価格算定期間における１キロリットル当たりの平

均原油価格，１トン当たりの平均液化天然ガス価格および１トン当たり

の平均石炭価格の単位は，１円とし，その端数は，小数点以下第１位で

四捨五入いたします。 

 

ロ 離島ユニバーサルサービス調整単価 

離島ユニバーサルサービス調整単価は，次の算式によって算定された値

といたします。 

なお，離島ユニバーサルサービス調整単価の単位は，１銭とし，その端

数は，小数点以下第１位で四捨五入いたします。 

(イ) １キロリットル当たりの離島平均燃料価格が 52,500 円を下回る場

合 

離島ユニバーサルサービス調整単価＝（52,500 円－離島平均燃料価格）

×(２)の離島基準単価÷1,000 

 (ロ) １キロリットル当たりの離島平均燃料価格が 52,500 円を上回り，

かつ，78,800 円以下の場合 

離島ユニバーサルサービス調整単価＝（離島平均燃料価格－52,500 円）

×(２)の離島基準単価÷1,000 

  (ハ) １キロリットル当たりの離島平均燃料価格が 78,800 円を上回る場

合離島平均燃料価格は，78,800 円といたします。 

離島ユニバーサルサービス調整単価＝（78,800 円－52,500 円）×(２)

の離島基準単価÷1,000 

ハ 離島ユニバーサルサービス調整単価の適用 

各離島平均燃料価格算定期間の離島平均燃料価格によって算定された

離島ユニバーサルサービス調整単価は，その離島平均燃料価格算定期

間に対応する離島ユニバーサルサービス調整単価適用期間に使用され

る電気に適用いたします。 

なお，各離島平均燃料価格算定期間に対応する離島ユニバーサルサー

ビス調整単価適用期間は，次のとおりといたします。 



変更箇所 変更前 変更後 

   

ニ 離島ユニバーサルサービス調整額 

離島ユニバーサルサービス調整額は，その１月の使用電力量にロによ

って算定された離島ユニバーサルサービス調整単価を適用して算定

いたします。 

(2) 離島基準単価 

離島基準単価は，離島平均燃料価格が 1,000円変動した場合の値とし，

次のとおりといたします。 

 

 



変更箇所 変更前 変更後 

  

 

 

(3) 離島ユニバーサルサービス調整単価等の掲示 

当社は，(1) (イ)の各離島平均燃料価格算定期間における 1 キロリット

ル当たりの平均原油価格，1 トン当たりの平均液化天然ガス価格，1 ト

ン当たりの平均石炭価格および(1) (ロ)によって算定された離島ユニバ

ーサルサービス調整単価を当社のウェブサイト等に掲示いたします。 

 

   

   

 


